
議案第１９号 

 

 

三次市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案を次のように提出

する。 

 

 

令和４年２月２５日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志 

 

 

三次市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案） 

 

三次市消防団員等公務災害補償条例（平成１６年三次市条例第２５６号）の一

部を次のように改正する。 

 

第３条第２項ただし書を削る。 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 


